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個人情報保護法？ 
肖像権？ 

広報誌を作るときに気を付けたい 
法律・ルールを解説します



• 個人情報保護法 

• 肖像権 

• 著作権

自己紹介
• 講師　桐ケ丘郷小学校PTA会長　森口智志

今日説明する法律・ルール



• 2005年4月施行 

• 2017年4月30日　改正個人情報保護法施行 

• 2022年4月1日　改正個人情報保護法全面施行

個人情報保護法



個人情報保護法の体系



守るべき４つのルール



個人情報の提供について



• 肖像権については法律条文としての定めはない 

• プライバシーの権利として一般に認められている 

• 自己の容貌・容姿を無断で写真に撮られることを拒否し、あるい
は容姿・容貌を撮影された写真を公表されることを拒否する権利 

• 事前に肖像権の許諾を得ていたとしても？→大きな写真、表情や
撮影されたシーンによっては本人が嫌がる場合もある→個別に掲
載の確認をとるべき 

• 対象者が子どもの場合親権者に許可を得る

肖像権



• 著作権法 

• 著作物は著作された瞬間から保護対象となる 

• 一定のルールのもと、引用が認められている 

• 改変の禁止 

• 転載にあたる場合は許可が必要 

• 写真、イラスト、などネットで拾ってこない 

• 商標権にも注意（オリンピックロゴマークなど）

著作権



•正確に理解して正しく利用する 
•権利を守るためのルールであって利用を制限する
ことが目的ではない 

•正しい（最新の）対策を 
• ファイルのパスワードは必須？ 

• その情報は必要？ 

• ルールは複雑、迷ったら専門家等に確認

各法律・ルールに対する考え方



ルールを守って素敵な 
広報誌を作ってください 

ご清聴ありがとうございました


